
「医師等の確保対策に関する行政評価・監視」の勧告に対する改善措置状況 
（2回目のフォローアップ）の概要（ポイント） 

平成28年11月15日 

 
 

① 地域医療支援センターの取組の効果検証の適
時・的確な実施及び効果的な取組の都道府県への
情報提供 

 
 
 
 

 
 
 
② 医師のキャリア形成支援の実施について、地域

医療支援センターとへき地医療支援機構の取組の
一体的実施の検討 

 

 
① 平成28年1月及び8月に「地域医療支援センターに係る情報交
換会」を開催し、地域医療支援センターの取組状況を共有 

  平成28年度から、地域枠による医師が医療現場に輩出される
ことを踏まえ、29年度からは地域医療支援センターの取組状況
についてグループディスカッションを行い、効果的な取組を検
討予定 

 ・キャリア形成プログラムが未作成となっている都道府県数 
   7都道府県（平成28年1月）⇒ 4都道府県（平成28年7月） 
 ・平成28年度のキャリア形成プログラムの参加者数 1,893人 

注）地域医療支援センターにおいて、キャリア形成プログラムの作成が完了又は一部完
了している28都道府県に限る 

 

② へき地保健医療対策等実施要綱に地域医療支援センターとの
連携に関する事項を明記し、平成28年3月に都道府県に通知 

  平成28年度から、実績報告書の様式を都道府県における連携
状況が把握できるよう見直し、実施状況を都道府県に対して情
報提供予定（平成29年度） 

勧告事項（調査結果） 

１ 医師の地域偏在等の解消に係る取組の推進 

改善措置状況 

 地域医療支援センターにおける取組は都道府県に
よって区々であり、効果検証も未実施 

 地域医療支援センターとへき地医療支援機構との
連携も不十分 

【勧告先】 厚生労働省  【勧告日】 平成27年1月27日 【1回目の回答日】 平成27年8月19日 【2回目の回答日】平成28年11月7日 



 
 

 

 

 

○ 平成27年10月に創設された看護師等免許保持者の届出制度
に基づく、都道府県ナースセンターの取組状況を把握し、28
年8月に都道府県に対して情報提供 

  また、同月に実施された相談員研修においても、キャリア
コンサルティングの視点を含めた職業紹介を行っている先進
的な取組事例について情報提供 

○ 平成27年10月から、離職時等の看護師等の届出サイト「と
どけるん」を開設。平成28年1月から同サイトにおいて、都
道府県ナースセンターの復職支援に関する好事例を随時都道
府県に対して情報提供 

勧告事項（調査結果） 

３ 看護師等の復職支援の推進 

改善措置状況 

○ 都道府県ナースセンターの取組の適時・的確な
把握・検証の実施及び効果的な取組の都道府県へ
の情報提供 

・無料職業紹介や復職支援研修の実績は向上せず 
・都道府県ナースセンターの取組の把握が不十分 

であり、検証も未実施 

 
 
 

① 女性医師の離職実態や復職希望者のニーズ把握 
の適時・的確な実施 

  
 
 
② 既存事業の見直しを含む効果的な支援方策の検討 
 
 

 

 
 

① 平成27年11月に女性医師バンクの求職登録者を対象に、女
性医師の離職等の実態及び復職等に係るニーズ調査を実施す
るとともに調査結果を公表 

  平成28年度に対象を拡大し、より大規模な調査を実施予定 
 

 
② 上記の調査内容を踏まえ、学会総会等におけるブース出展
やシンポジウム等の回数を増加させるなど広報活動を拡充 

  平成27年度に女性医師のキャリア形成・継続の支援を目的
とした講習会の開催回数を増やすとともに、女性医師キャリ
ア支援モデル普及推進事業を実施し、シンポジウム等を通じ、
支援策を普及 

  女性医師バンクにおける就業成立件数 
  28件（平成26年度）⇒ 47件（平成27年度） 

勧告事項（調査結果） 改善措置状況 

２ 女性医師の離職防止・復職支援の推進 

 女性医師バンクなどの復職支援のための事業の実
績は低調 

 離職した女性医師の実態や復職希望者のニーズ把
握が不十分 



医師等の確保対策に関する行政評価・監視の結果に基づく勧告に対する改善措置状況 

（2 回目のフォローアップ）の概要 
 

【調査の実施時期等】 

１ 実 施 時 期  平成 25年 12月～27年 1月 

２ 対 象 機 関  調 査 対 象 機 関：総務省、文部科学省、厚生労働省 

関連調査等対象機関：都道府県(25)、都道府県医師会(25)、都道府県看護協会（25）、大学 (25) 

看護師等養成所（25）、医療機関(142)、関係団体 

 

 【勧告日及び勧告先】 平成 27年 1月 27日 厚生労働省 

   【回 答 年 月 日】 平成 27年 8月 19日 厚生労働省 

【その後の改善措置状況に係る回答年月日】 平成 28年 11月 7日 厚生労働省 

 

 

   【調査の背景事情】 

○ 平成 16 年に新医師臨床研修制度（2 年間の臨床研修の必修化、研修先病院の選択の自由化等）が導入されて以降、大学の医師派

遣機能の低下や臨床研修医の都市部集中等が生じ、その結果、医師不足（厚生労働省が実施した必要医師数実態調査の結果によると、

平成 22 年 6月現在で約 2.4 万人が不足）とともに、医師の地域間・診療科間偏在が顕在化 

○ 看護師等についても、厚生労働省の「第七次看護職員需給見通しに関する検討会報告書」（平成 22年 12月）では、平成 27年に需

要数が供給数を約 1.1 万人上回るとされており、厳しい勤務環境等の状況 

○ 国は、平成 20 年度から医学部の入学定員増を図るとともに、医師の偏在対策として、23年度から、医師のキャリア形成や医師不

足病院の医師確保等を支援する地域医療支援センターの都道府県への設置を促進しているほか、女性医師等の離職防止・復職支援対

策、医師の勤務環境の整備等を実施 

○ また、看護師等の確保対策として、看護師等の人材確保の促進に関する法律（平成 4年法律第 86号）、同法に基づく「看護婦等の

確保を促進するための措置に関する基本的な指針」（平成 4年文部省・厚生省・労働省告示第 1 号）等により、看護師等養成所の運

営に対する支援を通じた養成数の確保、新人看護職員研修の充実等による離職防止、ナースセンターを通じた復職支援等を実施 

○ この行政評価・監視は、以上のような状況を踏まえ、医師等の確保対策の推進を図る観点から、国等における医師の地域偏在等の

解消、女性医師、看護師等の離職防止・復職支援、医師等の勤務環境改善に係る取組の実施状況を調査し、関係行政の改善に資する

ために実施 
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勧告事項等 厚生労働省が講じた改善措置状況 

1 医師の地域偏在等の解消に係る取組の推進 

（勧告要旨） 

厚生労働省は、医師の地域偏在等の解消を図る観点から、次の措置を講ず

る必要がある。 

① 現在実施されている地域センターの取組の効果を適時かつ的確に検証

し、その結果を踏まえた効果的な取組の実施手法に関し都道府県に情報提

供すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
② 医師のキャリア形成支援の実施については、地域センターとへき地機構

 

 

 

 

→ 地域医療支援センターの取組の効果検証に着手するため、平成 27 年 3 月に

「地域医療支援センターに係る情報交換会」を開催し、25 年 7 月の同情報交

換会において好事例とされた地域医療支援センターの取組について、その後の

進捗状況を共有した。 

また、平成 28 年度当初に、地域医療支援センターの取組の集約・分析を行

い、その結果について、都道府県に情報提供する予定である。   

なお、キャリア形成プログラムについては、地域枠による医師が医療現場に

輩出される平成 28 年度以降に具体的な効果の検証を行い、その結果を踏まえ、

医師確保対策の更なる強化を図っていく予定である。 

⇒ 都道府県における地域医療支援センターの取組を支援するため、平成 28 年

1 月に「地域医療支援センターに係る情報交換会」を開催し、各都道府県が実

施している「医学生のキャリア形成とその支援」の取組を集約し、都道府県に

対し情報提供を行った。 

これにより、同情報交換会開催時点でキャリア形成プログラムが未作成とな

っていた 7 都道府県のうち、平成 28 年 7 月時点で 3 都道府県が新たにキャリ

ア形成プログラムを作成した。 

また、平成 28 年 7 月には、修学金貸与者に対するキャリア形成支援の取組

状況のアンケート調査を実施し、同年 8 月に開催した「地域医療支援センター

に係る情報交換会」において、同アンケート調査を集約したものを、都道府県

に対し情報提供した。平成 29 年度からは、修学資金を貸与されていた地域枠

による医師が平成 28 年 4月から医療現場に輩出された（870 人）ことを踏まえ、

地域医療支援センターの取組状況について、グループディスカッションを行

い、情報交換を通じて、地域の実情に応じた効果的な取組の検討を行う予定で

ある。 

なお、平成 28 年 4 月 1 日時点で、全都道府県に地域医療支援センターが設

置されるとともに、平成 28年度のキャリア形成プログラムの参加者数は 1,893

人（注）となっている。 
（注） 地域医療支援センターにおいて、キャリア形成プログラムの作成が完了又は一部完了して

いる都道府県に限る。 

 

→ 医師のキャリア形成支援については、平成 26 年 8 月に設置したへき地保健

→：「回答」時に確認した改善措置状況 

⇒：「その後の改善措置状況に係る回答」時に確認した改善措置状況 
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勧告事項等 厚生労働省が講じた改善措置状況 

の取組の一体的実施も含め検討すること。 

（説明） 

＜制度の概要等＞ 

○ 医師数は増加しているが、地域偏在は未解消→7 割の都道府県内で偏在が

拡大 

○ 平成 22 年度以降の医学部定員増と連動して設定された地域枠（注 1）による

医師が 28年度から医療現場へ 

○ 都道府県による地域医療支援センター（注 2）の設置が努力義務化（平成 26

年 10 月改正医療法施行）→今後、全国展開の見込み 

○ 臨床研修医のほとんどが専門医資格の取得を志向→医師の確保・地域定着

にはキャリア形成支援が有効 
（注 1）都道府県が大学と連携し、特定の地域や診療科での勤務を条件とした奨学金

を貸与（地域医療に一定期間従事することにより返還免除）する仕組み 

（注 2）都道府県庁、大学医学部・大学病院、都道府県立病院等に設置され、医師の

地域偏在等の解消のため、地域医療に従事する医師のキャリア形成支援と一体

的に、医師不足病院への医師の派遣やあっせん等を実施。平成 25 年度末時点

で 36都道府県に設置（調査対象では 22／25都道府県） 

 

＜調査結果＞ 

○ 地域医療支援センターにおける取組は都道府県によって区々 

取組の効果検証も未実施 

・ キャリア形成プログラム（注）を策定済み（10／22都道府県） 

→ 同プログラムが対象とする診療領域（総合内科、外科等）の範囲は区々 

・ 既にプログラム参加者が出ているところもある一方、プログラムが未策

定で修学資金貸与事業から医学生が離脱している例あり 
（注）地域の医師不足病院と県内中核病院等との間をローテーションしながら、専

門医資格の取得を含むスキルアップを目指す等のキャリアパス・ロールモデル 

○ 地域医療支援センターとへき地医療支援機構（注）との連携も不十分 

・ 両者の連携により、へき地勤務医のキャリア形成支援を推進 

6／12都道府県（地域医療センターとへき地医療支援機構が共に設置) 
（注）都道府県単位で設置され、へき地医療に関する総合調整・企画立案、へき地

診療所への医師確保、へき地勤務医のキャリア形成支援等を実施（平成26年1

月現在、全国40か所） 

 
2 女性医師、看護師等の離職防止・復職支援の推進 

医療対策検討会における検討の結果、地域医療支援センターとへき地医療支援

機構が連携・協力して検討していくことが基本となるが、それぞれがどのよう

な役割を担うかは都道府県の実情を踏まえて判断すべきとする旨の報告書が

27年 3月に取りまとめられた。 

上記報告書を踏まえ、各都道府県において、地域医療支援センターとへき地

医療支援機構が連携し、医師のキャリア形成支援を効果的に実施できるよう、

支援策を検討する予定である。 

⇒ 医師のキャリア形成支援については、地域医療支援センターとへき地医療支

援機構の連携を推進するため、「へき地保健医療対策等実施要綱の一部改正に

ついて」（平成 28 年 3 月 29 日付け医政発 0329 第 30 号厚生労働省医政局長通

知）により、「へき地保健医療対策等実施要綱」を改正（注）し、都道府県に通

知した。 

また、地域医療支援センターとへき地医療支援機構との連携状況を把握でき

るよう、都道府県から毎年 4 月に提出される「キャリア形成育成支援事業実績

報告書」の様式を平成 28 年度から見直し、29 年度に開催を予定している「全

国へき地医療支援機構等連絡会議」を通じて都道府県に対し、各都道府県の取

組状況について情報共有を行うこととしている。 

なお、平成 29 年 1 月に予定している上記連絡会議では、都道府県に対し、

既に地域医療支援センターとへき地医療支援機構との連携を図っている都道

府県の取組事例を紹介するなど、地域医療支援センターとへき地医療支援機構

の取組の一体的実施を推進する予定である。 
（注） キャリア形成支援については、より効果的な支援を行えるよう地域医療支援センターとの

連携・協力についても検討し実施することを明記 
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勧告事項等 厚生労働省が講じた改善措置状況 

(1) 女性医師の離職防止・復職支援の推進 

（勧告要旨） 

厚生労働省は、女性医師の離職防止・復職支援を推進する観点から、次の

措置を講ずる必要がある。 

① 女性医師の離職等の実態及び復職等に係るニーズの把握を適時かつ的

確に行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ①の結果を踏まえるとともに、「女性医師のさらなる活躍を応援する懇

談会」の検討結果も活用しつつ、女性医師支援センター事業の見直しを含

め、効果的な離職防止・復職支援方策を検討すること。 

（説明） 

＜制度の概要等＞ 

○ 潜在女性医師の数は、平成 16 年時点で推計約 4,500 人(厚生労働省「医師

の需給に関する検討会報告書」（平成 18年 7月）) 

○ 厚生労働省の「女性医師のさらなる活躍を応援する懇談会」が国、都道府

県、医療機関等における女性医師が働き続けやすい環境整備に向けた課題や

取組の方向性について報告書を取りまとめ、復職支援、勤務環境改善、育児

支援等の取組の一体的推進を提言（平成 27年 1月） 

 

＜調査結果＞ 

○ 復職支援のための事業の実績は低調 

・ 女性医師バンクの就業成立件数（平成19年度:53件→平成24年度:36件） 

→ 就業成立1件当たり単価 453万円（平成24年度） 

 

 

 
 

→ 女性医師支援センター事業の委託先である日本医師会と協力し、女性医師バ

ンクの求職登録者を対象に、女性医師の離職等の実態及び復職等に係るニーズ

を把握するための調査を平成 27 年 8月から実施し、同年 10 月をめどに調査結

果を取りまとめ、公表する予定である。 

⇒ 女性医師支援センター事業の委託先である日本医師会と協力し、女性医師バ

ンクの求職登録者（平成 27 年 11 月現在 759 人）を対象に平成 27 年 11 月にア

ンケート調査（回収数 285人）を実施し、離職の状況や希望する勤務形態、民

間職業紹介事業者の利用理由等を取りまとめ、女性医師支援センター事業のウ

ェブサイト上に 28 年 5 月に公開した。また、求職登録者（平成 27 年 12 月 31

日現在 765人）の年代別構成、小学生未満の子の有無等の登録状況を集計して

実態を把握した。 

平成 28 年度には、女性医師を含めた医師の働き方・勤務状況等の現状をよ

り的確に把握するため、女性医師のみで 1,000人以上から回答を得ることを目

指す大規模な新たな全国調査を実施する予定である。 

 

→ 上記の調査内容を踏まえ、広報の更なる充実など女性医師支援センター事業

の見直しを含めた効果的な離職防止・復職支援方策を検討する予定である。 

なお、国、都道府県、医療機関等における女性医師が働き続けやすい環境整

備に向けた課題や取組の方向性に関して、｢女性医師のさらなる活躍を応援す

る懇談会｣が平成 27年 1月に取りまとめた報告書については、直ちに関係機関

や都道府県等に周知したところであり、今後、同報告書の内容も十分活用しな

がら、女性医師が働き続けやすい環境整備に努めてまいりたい。 

⇒ 上記の平成 27 年アンケート調査内容を分析したところ、就業先の探し方が

分からない、転居などで地域につてがない、より多くの情報を得たいなどの意

見が多くみられた。このため、日本医師会と協力し、学会総会等におけるブー

ス出展やシンポジウム等の回数を平成 26 年度の 5 回から 27 年度には 18 回に

拡充するとともに、都道府県に対する女性医師支援センター事業の周知に加

え、特に女性医師のキャリア形成・継続の支援を目的として若い世代の女性医

師を対象に実施する「医学生、研修医等をサポートするための会」の開催回数

を 26 年度の 70 回（受講者数 3,106 名）から 27年度には 76 回（受講者数 4,605

名）に拡充する等、広報活動の充実を図った。 



 - 4 - 

勧告事項等 厚生労働省が講じた改善措置状況 

・ 女性医師の復職に関する相談件数10件以下（3/12都道府県）、病院研修の

受講者なし（4/8都道府県）(平成24年度) 

○ 離職した女性医師の実態や復職希望者のニーズ把握が不十分 

 

 

 

 

(2) 看護師等の復職支援の推進 

（勧告要旨） 

厚生労働省は、看護師等の復職支援を推進する観点から、中央ナースセン

ターの機能も活用しつつ、都道府県ナースセンターの個別の取組を適時かつ

的確に把握・検証し、その結果を踏まえた効果的なナースセンター事業の実

施手法に関し都道府県に情報提供する必要がある。 

（説明） 

＜制度の概要等＞ 

○ 看護師等数は増加しているが、需要の増大に対し供給不足（平成 27 年時点

で 1.1 万人）→潜在看護師等（平成 22 年末時点で推計約 71 万人）の積極的

な活用が不可欠 

○ 都道府県ナースセンターによる離職看護師等に対する復職支援を強化（平

成 27 年 10月改正看護師等確保法施行予定） 

→ 離職看護師等に連絡先などの届出を努力義務化、離職看護師等に対する

就業促進に係る情報提供の実施 

 

＜調査結果＞ 

○ 無料職業紹介や復職支援研修の実績は向上していない 

・ 無料職業紹介による就職者数は、ピーク時と比較して減少 

（平成10年度:24,751人→平成24年度:11,993人） 

→ 事業の実施方法の改善・強化に取り組んでいる例あり。効果的取組の

活用の余地あり 

○ 都道府県ナースセンターの取組の把握が不十分、検証も未実施 

これらの取組等により、女性医師バンクにおける、就業成立件数が平成 26

年度の 28件から 27年度には 47 件に増加した。 

なお、平成 27年度から、「女性医師のさらなる活躍を応援する懇談会」の検

討結果を踏まえ、医療機関において管理者研修、相談窓口、勤務体制、保育環

境、実技実習等の復職支援から継続した勤務まで、パッケージとして女性医師

支援を行うための女性医師キャリア支援モデル普及推進事業を実施しており、

シンポジウム等を通じ、支援策の普及を図っている。 

 

 

→ 平成27年4月24日開催の都道府県看護行政担当者会議において、地域におけ

る医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する

法律（平成26年法律第83号）の施行に伴う看護師等の人材確保の促進に関する

法律（平成4年法律第86号）の一部改正により、離職した看護師等の都道府県

ナースセンターへの届出制度が同年10月に創設されることを踏まえ、着実な同

制度の施行を都道府県に依頼するとともに、神奈川県の離職看護師等登録促進

事業を先行事例として紹介した。 

また、平成27年度中に、都道府県や中央ナースセンター等と連携し届出制度

の着実な施行に向けた取組を進めるとともに、各都道府県ナースセンターにお

ける看護師等の復職支援への取組状況の把握に着手し、把握した情報等につい

ては、各種機会を活用し都道府県に情報提供する予定である。 

さらに、平成28年度以降は、看護師等の復職支援を一層推進するため、各都

道府県ナースセンターにおける届出情報の活用状況を踏まえた上で、中央ナー

スセンターの機能も活用しつつ、都道府県ナースセンターの個別の取組を適時

かつ的確に把握・検証し、その結果を踏まえた効果的なナースセンター事業の

実施手法に関し都道府県に情報提供をしていく予定である。 

⇒ 中央ナースセンターにおいては、平成27年10月に創設された看護師等免許保

持者の届出制度に基づく、平成27年度の都道府県ナースセンターの届出情報の

活用状況等を把握するため、28年5月から6月にかけて都道府県ナースセンター

事業実施状況調査を実施し、当該調査結果により把握した全国の取組状況及び

全国に横展開することが望ましいと思われる好事例について、同年8月に開催

した、都道府県の看護主管課担当者、都道府県ナースセンター事業担当役員等

が出席する都道府県ナースセンター事業担当者会議において、情報提供を行っ

た。 

さらに、復職支援をより一層充実させるため、平成28年8月に開催した都道

府県ナースセンターの相談員を対象とした相談員研修において、キャリアコン
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サルティングの視点を含めた職業紹介を行っている先進的な取組事例につい

ても情報提供を行った。 

また、都道府県ナースセンターと連携協力し、看護師等免許保持者の届出制

度の創設に併せ、離職した看護師等の届出を全国統一的にインターネット上で

行うことが可能となるウェブサイト「とどけるん」を開設した。同サイトでは、

平成28年1月から都道府県ナースセンターの復職支援に関する好事例、当該支

援を効果的に実施するためのポイント等について、都道府県ナースセンター事

業担当者等向けの情報提供も行っている。 

「とどけるん」においては、同サイトのID等を既存のeナースセンター（注）

と共通化するなど、両者の機能連携を図り、離職した看護師等の都道府県ナー

スセンターへの求職登録の利便性を向上させた。（平成27年度のeナースセン

ター登録者数は約14万人、求人数は約16万人） 

なお、厚生労働省においても、平成28年5月に、支所の増設、相談時間の延

長などのナースセンターの機能強化及び看護師等免許保持者の届出制度の周

知・広報を積極的に実施している愛知県の取組に関する資料を都道府県に周知

した。 
（注） eナースセンターは、中央ナースセンターが構築し、都道府県ナースセンターにおいて実

施している無料職業紹介を平成13年度からインターネット上で利用できるようにしたもの。

看護師等は都道府県ナースセンターに直接足を運ばなくてもインターネット上で求職等の

登録、検索、紹介依頼などができる。 
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